
（条例化された事項） 

Ａ地区：建築物等の用途の制限、建築物等の敷地面積の最低限度、壁面

の位置の制限、建築物等の高さの最高限度 

Ｂ地区：建築物等の用途の制限、建築物等の敷地面積の最低限度、壁面

の位置の制限、建築物等の高さの最高限度 

Ｃ地区：建築物等の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等

の高さの最高限度 

Ｄ地区：建築物等の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等

の高さの最高限度 

Ｅ地区：建築物等の用途の制限、建築物等の敷地面積の最低限度、壁面

の位置の制限、建築物等の高さの最高限度 

Ｆ地区：建築物等の用途の制限、建築物等の敷地面積の最低限度、壁面

の位置の制限、建築物等の高さの最高限度 
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